
ApSS XVI. 3. 4-6覚 え書1)

井 狩 弥 介

I. 黒 ヤ ジ ュル ・ヴェ ー ダ派 のTS所 属 の シ ュ ラ ウタ ・ス ー トラ中, Baudh SS

がTS中 の vidhi 要 素 に最 も密 接 な関 係 に あ り, これ ら両者 の 密 接 さ はMSと

Man SS, 或 い は, 白 ヤ ジ ュル ・ヴ ェー ダ派 のSBとKSSと の 関係 に類 比 す る こ

とが 出来 る。 と こ ろで, TS所 属 の ス ー トラ中 で, この Baudh SS に時 代 的 に 遅

れ て, これ と対 立 して 一群 を なす, いわ ゆ る新 Taittiriya 派 の諸 ス ー トラ, 即 ち,

Bhar SS, Ap SS, また Hir SS は, さ らに時 代 の下 る Vaikh SS と共 に, 自派 の 聖

典, 即 ち, TSの 規 定 に従 う一方, これ と並 列 的 に, 若 くは, これ を逸 脱 し て 他

派 の規 定 を そ の祭 式 記述 中 に取 り入 れ て, い わ ば 折衷 的 な立 場 を示 す。 本 稿 で は,

Ap SS の一 規 定 を取 り上 げ, この ス ー トラが他 派 規 定 を摂 取 した た め に起 る混乱

の 一 例 を検 討 し, 更 に そ の背 後 に あ る問題 即 ち, YV所 属 の ス ー トラが典 拠 と

す る YV諸 Sarphita, Brahmapa の vidhi 部 分 にお け る伝 承 の相 違 に 関 し て 一

仮 説 を提 示 した い。

II. Ap SS XVI. 3. 4-6:
"purisyo 'si visvabhara." (TS IV. 1. 3. f) iti mrtkhanam abhimantrya, "tvam agne

puskarad adhi" (ibid. g-n) ti krsna fine puskaraparne ca sambharati catasrbhis

tisrbhir va gayatribhir brahmanasya, tristugbh ra janyasya, jagatibhir vaisyasya.

(4) yam kamayeta 'vasiyan syad' ity ubhayibhis tasya sambharet. (5) astabhih

sambharati. (6)

本 部 分 は, Agnicayana 祭 中 の予 備 祭 式 で あ る Ukhasalpbhara 胆 中 の一 場 面 で, 

Ukha な る土 器 作 製 のた め の 粘 土 を, 祭 式 手 続 き を もつ て掘 り出 し, 傍 らに 置 い

た黒 カ モ シ カ の毛 皮 の上 に集 め る箇 所 で あ る。 このAp SS の 規 定 を, ま ず, こ

の ス ー トラの帰 属 す る Taittiriya 派 の聖 典 た るTSの 以下 の vidhi 要 素 と 比 較

し て み よ う。

TS V. 1. 4. 5:

a) catasrbhih sam bharati...... gayatribhir brahmanasya...... tristugbhi rajanyasya

b) yam kamayeta 'vasiyant syad' ity ubhayibhis tasya sam bharet...... asta-

bhih sam bharati......
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Apastamba は, sutra 5と6と に於 い て, 概 ねTSに 従 つ て い る。 し か し,

sdtra 4の 下線 部 分 はTSに 触 れ られ て い な い と ころ で あ る。 この 点 をTS vidhi

部 分 のb) を採 用 して い る Baudh SS の記 述2) と比較 す れ ば事 は よ り明 白 と な ろ

う。Apの sutra 5と6と は Baudh に対応 す る もの と考 え られ る。 従 つ て, Apの

TSよ りの 逸 脱 は sutra 4中 の次 の三 点 に求 め られ る。1) 第 一 マ ン トラ 「purisyo

Si visvabhara......」の 適 用 の仕 方。2) 陶 土 を集 め る際 に 用 い るマ ン トラの 数 の

規 定 中 の第 二 選択 肢 「tisrbhir va (或 い は三 マ ン トラを 用 い て)」の 部 分。3) 祭

主 の身 分 を列 挙 す る際 の,「Vaisya 祭 主 の た め に は Jagati 韻 律 の マ ン トラ を 用

い て」の 部 分。 第 一 点 の abhimantrapa は, 現 存YV文 献 の brahmapa 部 分 に

も, 時 代 的 にApに 先 行 す るス ー トラの何 れ に も対 応規 定 は み られ な い。 む し ろ.

Ap SS の Pravargya 祭 規 定 の対 応 箇 所3)か らの影 響 を認 め た い4)。 一 方, 他 の 二

つ の逸 脱 部 分 は, 実 は, Maitrayaplya 派, 即 ちMSな い しは, これ に忠 実 に 従

う Man SS か らの 影 響 とみ られ る。

MS III. 1. 5: 6. 10-17:

a) gayatribhir brahmanasya sambharati...... tristubha rajanyasya...... jagatibhir

vaisyasya...... b) yam kamayeta 'rdhnuyad' iti tasya gayatribhir ca tristubbhis cap

sambhared...... c) tisrbhih sambharati...... yajus turiyam......

Man SS VI. 1. 1. 26-27:

tasmin (scil. puskaraparne) "purisyo 'si visvabhara" iti yajusa purisam avapaty rg-

bhis tisrbhis ca; "tvam agne puskarad adhi, tam u tva dadhyann rsis, tam u tva

pathyo vrse" ti gayatribhir brahmanasyottarabhis tristubbhi ra janyasyottamabhir

vaisyasya. (26)

yam kamayeta 'rdhnuyad' iti tasya gayatribhir ca tristubbhis ca sambhared; gaya-

tryabhyadaya tristubha nivapati. (27)

MSは, a) で祭 主 がバ ラモ ン, ク シ ャ トリヤ の 場合 に加 え, 祭 主 が ヴ ァ イシ ュ

ヤの場 合 に用 い るべ きマ ン トラの韻 律 名 を記 す。c) に よれ ば, 韻 律 マ ン ト ラ の

数 は 三 で, これ に一 つ の yajus を付 加 す る と さ れ る。Man SS に よ れ ば, こ の

yajus は,“purisyo 'si vivabhara…… ”な る冒 頭 の マ ン トラを指 し, 以下MSの

マ ン トラ ・テ クス トで これ に後 続 す る各 三 つ づ つ の計 九個 の韻 律 マ ン トラが指 定

され る。Man SS は, これ ら後 続 のマ ン トラ中 の最 初 の三 つ を pratika 引用 法 で

指 定 し, 以下 の マ ン トラを, MSマ ン トラ ・テ クス ト中 で後 続 す る Tristubh マ

ン トラ群, 最 後 の Jagati マ ン トラ群 とい うよ うに 同定 し てい る。以上 の 如 く Apa-
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stamba の 当該 箇 所 に は上 の Maitrayapiya 派 の影 響 が 認 め られ る5)。

しか し なが ら, Ap の Sutrakara が この よ うに他 派 の規 定 を摂 取 した 結果, 実

際 の祭 式 実行 に は困 難 が 生 ず る場合 が起 る。Maitrayapiya 派 (若 くは Katha 派)

に 徹 つ て, Vaisya が祭 主 と なつ た 場合 を考 慮 す る と, この 際 に彼 の た め に 用 い

られ るべ きマ ン トラの 同定 が 殆 ん ど不可 能 とな つ て しま うか らで あ る。 とい うの

は, 祭 主 の ス テ ー タス に対 応 し, 各 四, 若 くは, 各 三 の異 な るマ ン トラを用 い る

場 合, 総 計 十二, 又 は九 のマ ン トラが必 要 と な る道 理 で あ るが, Apが こ こ に 典

拠 と して 用 い るTSの マ ン トラ部 分 には, 当該 部 分 で の使 用 を 予 定 され る マ ン ト

ラ数 は, 最 初 の yajus を含 めて も八 個 しか存 しない か らで あ る。 以 下 に 各YV

Sarphita が 祭式 の本 部分 に適 用 す べ く挙 げて い るマ ン トラを検 討 し, そ の数 と そ

れ ぞ れ の韻 律 を記 した 表 で あ る6)。

i) Yajus ii)-iv) Gayatri v)-vi) Tristubh vii) Brhati viii) Tristubh

ix)-x) Jagati xi) Anustubh

各 Sarphita に記 載 さ れ る マ ン ト ラ数 は, VSがi)-vii), TS, KSがi)-viii),

MSがii)-xi)で あ る。VSの マ ン トラ数 が 最 小 で あ り, TS. KSは これ よ り一 マ

ン トラ多 く, MSで は, 以上 に存 しな い更 に多 くの マ ン トラを記 載 し てい る。 そ

こ で, TSで は, も しApの 規 定 す る よ うにマ ン トラの数 を祭 主 が ブ ラ ー フマ ナ,

クシ ャ トリヤ, ヴ ァ イ シ ュヤ の各 場 合 に各 々四 と した 場合, ヴ ァイ シ ュ ヤ祭 主 に

対 し適 用 す べ きマ ン トラは残 らぬ こと と な り, 一 方, そ の数 を各 三 と した 際 も,

ヴ ァイ シ ュヤ の 場合 に適 用す べ き マ ン トラは 一 つ しか残 らぬ こ と とな る7)。Ap SS,

また 同 じ く ヴ ァイ シ ュ ヤ祭 主 に 対 し Jagati 韻 律 マ ン トラの使 用 を規 定 す る Hir

SSへ の註 釈 者 は, 様 々手 段 で この 困 難 を 回 避 し よ う と す る。 し か し, Apの

sutrakara の規 定 の一 般 的手 法 よ り判断 す る限 り, これ らの解 決 法 は まず 認 め え

ない と こ ろで あ る8)。Apastamba の Sutrakara は, 自派 の典 拠, TSの Vidhi 部

分 の規 定 に従 い つ つ も, 一 方, 他 派 の規 定 を も選択 肢 と して採 用 し, 折 衷 を 計 つ

た の で あ るが, この際, 彼 は, 自派 の 聖典, 即 ち, TSの 当該 部 分 のマ ン ト ラ ・

テ ク ス トに載 せ られ て い るマ ン トラ数 が, 実 は, 規定 の折 衷 を は か った Maitra-

yapiya 派 の聖 典MSの 対応 部分 の マ ン トラ数 と一致 しな い こと に気 付 か なか つ

た, 或 い は, この不 一 致 を無 視 した た め に規 定 の 実際 に不 備 を 生 じ た こ と と な

る。

ところで, 以上に指摘した Ap SS の不備は, 筆者の知る範囲では, このテ ク

ス トの例外的事態に属する。Apは, 先述の如 く, YV帰 属 の各 sakha の規定
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に対 し, 折衷 的態 度 を取 るが, 概 ね, 実際 の祭 式 実 行 には無 理 を生 じな い。 他 派

の 規 定, 或 い は 自派 の聖典 に な い マ ン トラを採 用 す る場合 に は, 必 らず そ の他 派

マ ン トラを完 全 な形 で 引 用 し, 自派 の典 拠 との 混 乱 を 生 じな い。 で は, 以 上 の 例

外 的不 備 は ど うして 生 じた の で あ ろ うか。 この 理 由は, 恐 ら く, ここ で祭 主 の ス

テ ー タ スが 関 説 され て い る所 に求 め られ るか と思 わ れ る。 一 般 に祭 主 と な り得 る

資 格 は四 ヴ ァル ナの上 位 三 者 に あ る。TSの vidhi 部 分 は, 上 位 二 者 の 場 合 に 闘

説 す るが ヴ ァ ィ シ ュヤ に は触 れ な い。 一 方, MSと K-Kap Sで は ヴ ァ ィ シ ュヤ

祭 主 の場 合 を も含 め て遣 漏 な し とみ え る。 これ が 恐 ら く, Apの Sutrakara が 自,

派 の典拠 た るTSを 越 えて 他 派 の規 定 を採 用 した ゆ えん と考 え られ る。

た だ, こ こでYV各 派 の Salphita, Brahmapa の vidhi 部 分 と これ に対 応 す る

マ ン トラ部 分 を併 せ て検 討 して み る と, 奇 妙 な事 実 が注 意 さ れ る。 一 つ は, KS

の vidhi 部 分 が, ヴ ァ イ シ ュヤ祭 主 の場 合 に Jagati 韻 律 の マ ン トラの適 用 を明

言 す るに も拘 わ らず, KSの 当該 マ ン トラ部 分 に は Jagati 韻 律 の マ ン トラは唯 の

一 つ も載 せ られ てい ない こ とで あ る。 他 の一 つ は, 各 vidhi 部 分 が, 祭 主 の ス テ

ー タス に応 じて各 々, Gayatri 韻 律, Tristubh 韻 律, Jagati 韻 律 (MS, K-Kaps の

み) の マ ン トラの適 用 を明 言 す るが, 一 方, 対 応 す るマ ン トラ ・テ クス トの マ ン

トラの韻 律 は この記 述 と正 確 な 一致 を示 さ ぬ とい う事 実 で あ る9)。

この様に, Vidhi 部分, これに徴 う srautasutra にみえる, 祭主のステータス

による韻律マントラの使い分けと, マントラ・テクストの強引な整序付けの試み

には明らかに無理が感じられる。この強引な枠付けには, その背後にあつたろう

韻律に関する或る固定した思考枠組の持ちこみが行われたのではないかと疑わせ

る。実は, これと全 く同種の問題が, 同じ Agnicayana 祭式の別の二つの儀軌部

分に存在する10)。これ らの箇所での韻律マントラの扱いを検討すると一つの推測

が生 じてくる。即ち, 以上の場合すべてにおいて, 本来は祭主の身分に対応する

マントラの使い分けは存しなかつたのではないかとい うことである。少 くともマ

ントラ部分成立時点には存しなかつた, 祭主身分による韻律マントラの使い分け

は, 恐 らく他の祭式での例一 たとえば, 祭火設置祭 Agniadheya の brahmau-

dana なと-に 倣つて導入 されたのであろう。この際, 当然, brahmaua での

祭式思弁の展開の結果, 強 く意識されるに至つた, 韻律名をめぐる象徴思考が背

後にあつたに違いない12)。この韻律に関する象徴思考の, 本部分の祭式コンテク

ス トへの採用 ・導入の契機となつたのは, マ ン トラ部分 での Gayatri 韻律 と

Tristubh 韻律の並列存在であつたと思われる。即ち, 前者を, その象徴 た るバ
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ラ モ ン階級 に, 後者 を ク シ ャ トリヤ階 級 に対応 させ, そ して この思 考 の延 長 上,

ヴ ァ イ シ ュヤ の 場合 を導 入 し, マ ン トラ ・テ ク ス トに本 来 存 しな か った Jagati 韻

律 の マ ン トラを もち こ も うと した とい う こと に な ろ う。 只 今 の例 の場 合 にみ られ

た, い さ さか強 引 な まで の韻 律 名 に よ るマ ン トラの一 括 化 一 本 来, それ と は異

な つ た韻 律 マ ン トラを含 ん で い るに拘 わ らず は, 恐 ら く, 韻 律 を め ぐる brah-

mapa 的 象 徴 思 考 の パ タ ー ンに よ る強 引 な画 一 式 説 明 付 けが, こ の 儀 軌 の vidhi

部 分 成 立 に於 い て働 い た の だ と考 え られ る。 と りわ け, MSに お け る, 他 の Sam-

hita に み られ な い二 つ の Jagati 韻 律 マ ン トラの 付 加 は, この 点 を裏 書 きす る も

の で あ ろ う。

1) 本稿 で扱 う部分 のYV祭 式文献 での対応箇所 は次の通 り。略 号は, 印仏研23巻 第

2号 の拙稿 に用 いた ものに徴 う。

Baudh SS X. 3: 3. 11-X. 4: 3.15 (XXII. 1: 117-16-18), Ap SS XVI. 3. 4-6, Hir SS

XI. 1. 29-31, Vai SS XVIII. 1: 250. 18-251. 5, Man SS VI. 1. 1. 26-27, Var SS II. 1.

1. 21-23, K SS XVI. 3. 1, TS IV. 1. 3. f-n, V. 1. 4. 5, MS II. 7-3: 77. 3-78. 4, III. 1.

5: 6. 10-17, KS XVI. 3: 223. 7-21, XIX. 12: 15. 4-5, KapS XXX. 2: 161. 10-16,
VS XI. 32-37, SB VI. 6. 1. 6; 14.

2) Baudh SS X. 3: 3. 11-X. 4: 3. 15: apoddhxtya puskaraparnam astabhir mrdarh
harati "purisyo 'si vjsvabhara" iti. tasam catasro gayatryas catasras tristubhah.

sa (scil. adhvaryuh) pindam pindam vaiva rca haraty; api vastabhir ekam eva

pindam harati.
3) cf. Ap SS XV. 1. 10: uttarena mrtkhanam krsna jinam pracxnagrivam uttaralo-

ma astirya, "devi dyavaprthivi." iti mrtkhanam abhimantrayate. "rdhyasam adye"

ti mrtkhane 'bhriya prahrtya "makhasya lira" ity upadaya, "makhasya tve" ti
harati. "makhasya tva sirsna" iti krsnajine nivapati.

4) Pravargya 祭 の 冒頭 部 Pravargyasalpbharapa と Ukhasalpbharapa の関 係 に つい

て は, 印仏 研23巻 第2号 の拙 稿 (pp. 1057-1046) を参 照。

5) 一 方, 四 マ ン トラ を用 い, か つ Vaisya が 祭 主 た る場 合 の規 定 は, 以 下 の Katha 派

の規 定 に そ の淵 源 を た ど る こと が で き る。KS XIX. 4: 4. 18-23: a) catasrbhis sa-

mvapati...... gayatribhir brahmanasya samvaped...... tristubbh ra janyasya......

jagatibhir vaisyasya...... b) yathachandasam evobhayibhis samvaped yam kama-

yeta 'vasilyan syad' iti...... astabhis samvapati...... cf. KapS XXX. 2: 161. 10-16.
但 し, K-Kaps の vidhi 部 分 で の明 言 に も拘 わ らず, 対 応 す るKSマ ン トラ ・テ

クス ト部 分 に は, Jagati 韻 律 の マ ン トラが無 い こ と (後 述), ま た, マ ン トラ 数 に 関

して も, KSは, Jagati 韻 律 マ ン トラ の使 用 を述 べ ないTSと 同 一 で あ り, この 点,

K-Kap Sの 当該 vidhi 部 分 自 体 にMSよ りの影 響 が あ るの で は ない か との疑 問 が持

たれ る。

6) MS. KS. TS. VS (Kap Sは, 本 マ ン トラ部 分 の 写本 を欠 く) は, 本 部 分 に 関 し,
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マ ン トラ数 を異 にす るが, 共 通部 分 は僅 少 の ヴ ァ リア ン トを除 き, 殆 ん ど同 一 で あ る。

ま た, そ れ らヴ ァ リア ン ト自体, 韻 律 決 定 に影 響 を及 ぼ しは しない。

7) 一方, この規 定 を摂 取 され た 側 の Maitrayapiya 派 に於 い て は, 困難 は起 らない。

即 ち, バ ラ モ ン祭 主 に対 して は Gayatri 韻 律 の マ ン トラii)-iv)を, ク シ ャ ト リヤ に

対 して は, v)-vii)を, ヴ ァイ シュ ヤ に対 して は, 他 の Salphita の持 た ない マ ン トラ

を含 め てviii)-x)を と, 各 三個 つ つ の マ ン トラ が, 祭 主 の資 格 あ る上 位 の 三 ヴ ァル

ナ に対 して それ ぞれ 適 用 可 能 だ か らで あ る。

8) Mahadevasastri ad Hir SS XI. 1. 30:......catasrbhir upadesah. trtiyarn "tam u

tva pathya (TS IV. 1. 3. i)" iti dvir avartayati. tatha saptami (ibid. n)......ja-

gatibhir vaisyasya; "janasya gopa" iti tisrbhih (TS IV. 4. 4. g-i), "asavi soma
(TS I. 4. 39. a)" iti caturthi.

また, Caland に よ れ ば, Talavrndanivasin の Ap SS へ の 註 釈 (未 出 版) も, ヴ

ァ イ シ ュヤ祭 主 の場 合 に上 に 同 じ くTS IV. 4. 4. g-iを 用 い る と い う。 Das Srautasd-

tra des Apastamba. Bd. III, Amsterdam 1928, p. 10し か し, Apastamba の Sutra-

kara は, 用 うべ き マ ン トラ を, Taittiriya 派 の聖 典 の場 合 に は基本 的 に pratika 引

用 法 で, 他 派 か ら借 用 す る場 合 は必 らず sakalapatha 引 用 法 で そ の sutra 中 に 明 示

す る のが 通 例 で あ り, 上 掲 諸 註釈 者 の解 釈 には従 い難 い。

9) 一 例 を Man SS に とつ て み る と, ii)-iv) は, Gayatri 韻 律 で あ るが, Tristubh で

あ るべ きv)-vii)の うち, vii)は Brhati で あ り, ま た Jagati た る べ きviii)-x)の

うち, viii)は Tristubh で あ る。 祭 主 の ス テ ー タ ス に よ る韻 律 マ ン トラの 使 い 分 け

を述 べ る何 れ の テ ク ス トにつ い てみ て も, 対 応 す るマ ン トラ ・テ ク ス トは, 韻 律 に 関

し, vidhi 部 分, 或 い は, Srautasotra の規 定 要 求 と正 確 に一 致 しない。 この例 外 は,

祭 主 の ス テ ー タ ス に よ るマ ン トラの使 い分 け を述 べ ない 白YV派 の テ クス トの み で

あ る。SB VI. 4. 2. 1-6: a) atha mrtpiudam abhimrsati "purlsyo 'si……" iti……

b) athainam (scil. mrtpindam) parigrhnati; abhriya ca daksinato hastena ca ha-

stenaivottaratas "tvam agne puskarad adhi........ iti gayatribhih...... athaite tristu-

bha uttare bhavatah...... athaisa brhaty uttama bhavati...... KSS XVI. 3. 1: pa-
nibhyarn parigrhnaty enam daksinottarabhyam daksinah sabhris "tvam agna" iti

sadbhih sarvarim sakrd dhrtva puskaraparne nidadhati.
10) そ の 一 つ は, Prayapa 儀 軌 に お け る salnidh-adhana の部 分: TS V. 2. 2. 4, MS III.

2. 2: 17. 8-10, KS XIX. 12: 15. 4-5, Kap S XXXII. 2: 173. 1-3, SB VI. 8. 1. 6; 14.

他 の 一 つ は, Sikata-vyohana の 箇 所: TS V. 2. 6. 4, MS III. 2. 5: 22. 12-13, KS XX.

4: 22. 16, Kap S XXXII. 6: 178. 11-12, SB VII. 3. 2. 45-46.

11) cf. A. Weber, Indische Studien 8, 1863, p. 8f. なお, 印仏 研 第23巻 第2号 の 拙

稿p. 1049f.
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